
0703-001 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 

市長、教育委員会、選
挙管理委員会、監査委
員、公平委員会、農業
委員会、固定資産評価
審査委員会、水道事業
管理者、消防長、議会、
野田市土地開発公社 

届出部課等の名称 総務部 総務課法務室 

関係課等の名称 開示請求に係る行政文書の担当部署 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 H9.9.1 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 野田市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求に関する事務 

事 務 の 目 的 
野田市情報公開条例の適正な運用を行うため、条例に基づく行政文書の開示請求につ
いて、審査し、決定する。 

事 務 の 概 要 

 行政文書の開示を請求しようとする者から請求書の提出を受け、内容を審査し、開示
の可否を決定し、通知する。 
 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、開示等の決
定に際し、当該第三者の意見を聴くことがある。 

対 象 者 請求者、開示請求に係る行政文書に記録された第三者情報の関係者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 請求に係る行政文書に記録された情報 ■開示に関する意見 □       
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （請求に係る行政文書の担当部署     ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



0703-002 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 

市長、教育委員会、選
挙管理委員会、監査委
員、公平委員会、農業
委員会、固定資産評価
審査委員会、水道事業
管理者、消防長、議会、
野田市土地開発公社 

届出部課等の名称 総務部 総務課法務室 

関係課等の名称 保有個人情報開示請求等に係る個人情報の担当部署 

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 H13.4.1 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 保有個人情報開示請求等に関する事務 

事 務 の 目 的 
個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の開示、訂正、停止の請求につい
て、審査し、決定する。 

事 務 の 概 要 

自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求しようとする者から請求書の提
出を受け、内容を審査し、開示、訂正又は利用停止の可否を決定し、通知する。 
決定に際し、請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第
三者の意見を聴くことがある。 

対 象 者 請求者、請求に係る個人情報に含まれる第三者の個人情報の関係者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 ■ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 請求に係る個人情報 ■開示に関する意見 □      □      
 

その他 ■ 本人確認書類に記載の情報 □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （請求に係る個人情報の担当部署     ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（             ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
□ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 



0700-003 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 

市長、教育委員会、選
挙管理委員会、監査委
員、公平委員会、農業
委員会、固定資産評価
審査委員会、水道事業
管理者、消防長、議会、
野田市土地開発公社 

届出部課等の名称 総務部 総務課 

関係課等の名称 訴訟に関する事案の関係課 

届 出 年 月 日 H30.9.3 開 始 年 月 日 S25.5.3 最終変更年月日 R6.3.29 

事 務 の 名 称 訴訟に関する事務 

事 務 の 目 的 市が当事者となる訴訟について、法令に定められた手続を行うもの。 

事 務 の 概 要 

訴訟を提起しようとするときは、実施機関が保有する情報を利用して訴状を作成し、議
会の同意を得て、提訴する。訴訟を提起されたときは、訴状を受領する。 
提訴後及び応訴後は、口頭弁論など裁判のための書面を作成し、裁判所に提出し、証拠
書類や証人を申請するなどの必要な手続を行う。 

対 象 者 訴訟の相手方、訴訟の事件の関係者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 □ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 □ 年齢・生年月日 □ 性別 □ 連絡先 □ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 □ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 □ 税情報   □ 公的扶助 

■ 訴訟に係る書面に記載された情報 ■訴訟に関して口頭により陳述された情報 

■訴訟に係る事案に関する情報 □      
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （訴訟に関する事案の関係文書       ） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（訴訟に関する事案の関係官公庁） 

□ 公の情報 （                        ） 

□ その他  （                        ） 
 

経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 



個人情報ファイ
ル簿 

□ 有⇒ファイルの名称： 
 

 


